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研究成果の概要（和文）： 主治医と産業医・事業主や関係機関との連携は不可欠であり、若年性認知症の診断
直後に情報を共有することで、当事者と事業主が今後の方針を考え、より就労継続を可能にする第1歩になると
も考える。一方で、混乱や恐怖・不安な思いを抱いている当事者や家族が、正しい判断の元で社会資源の活用や
就労継続に向けた行動ができるとは言い難い。まずは診断を受けた病院において、早期の段階で当事者や家族に
アプローチできる環境づくりや支援策の構築が必須ではないかと判断した。これによって、診断を受けた後、迅
速に相談窓口や該当する専門家への相談につながると考えた。また、当事者や家族に寄り添った具体的な支援策
の構築が課題である。

研究成果の概要（英文）：Cooperation between the attending physician and the industrial physician, 
employer and related organizations is essential, and we also believe that sharing information 
immediately after the diagnosis of juvenile dementia is the first step to enable the party and the 
employer to consider future policies and make it more possible to continue working.On the other 
hand, it is difficult to say that parties and family members who are confused, fearful, and anxious 
can take action to utilize social resources and continue working based on correct decisions.First of
 all, it was determined that it was essential to create an environment and establish support 
measures to approach the parties and their families at an early stage in the hospital where the 
diagnosis was made.In addition, concrete support measures that are close to the people concerned and
 their families are a challenge.

研究分野： 社会福祉
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研究成果の学術的意義や社会的意義
若年性認知症は、社会的にも大きな問題であり、制度やサービス等は策定されつつも、企業や医療・介護の現場
で未だ対応に困難を示し、若年性認知症者の就労に関する問題の根本的解決には至っていないことが明らかにな
った。本研究では、若年性認知症者の就労の現状や実態を把握・課題検討し、若年性認知症者の就労支援の方向
性を考察した。若年性認知症の診断を受けた病院において、早期の段階で当事者や家族にアプローチできる環境
づくりや具体的な支援策の構築は必須であることが明らかになった。若年性認知症者の希望できる就労が可能に
なるためにも、本研究はその援助内容の基礎となる資料になり、非常に意義があるものと考えた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 若年性認知症罹患者（以下,若年性認知症者）への対応や就労は、新オレンジプランにおいて
重要な課題とされているものの、若年性認知症の理解に乏しい雇用側による解雇や自主退職等
が現在も起こっており、この状況は若年性認知症者の社会生活や家族へのダメージにもつなが
りやすく、若年性認知症者の就労に関する問題は喫緊の問題である。しかし、若年性認知症者に
とっての就業に関する制度やサービスは、当事者に情報が届きにくく、十分に活用されていると
は言えず、不安を抱いているケースも多かった。若年性認知症を発症したことで、その後の仕事
に支障をきたし、仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれ、経済的に困難な状況に陥ることに
もなる。また、若年性認知症者の子どもが成人に達していない場合には、病気が与える家族への
影響が大きく、教育、就職、結婚などの人生設計が変わることになり兼ねない。さらに本人や配
偶者の親の介護が重なることもあり、家族にとっての介護の一層の負担が大きくなるともいえ
る。このように若年性認知症は、社会的にも大きな問題であり、制度やサービス等は策定されつ
つも、企業や医療・介護の現場で未だ対応に困難を示していた。 
日本の先行研究において、若年性認知症者に関する相談体制や関係者の連携体制の強化、介護

保険施設等の若年性認知症者の受入れの促進についての提言はあるが、若年性認知症者の就労
支援という課題については、計画が明確化はされていなかった。国外においては、認知症ケアの
動向、取り上げられた制度、支援体制システムに関して焦点を当てた取り組みがされていたが、
若年性認知症者の就労支援については明確ではなかった。 
若年性認知症者の就労支援について、社会や雇用側の理解度や方針なども異なることから、本

研究によって起こり得る現象より今後の方向性を見出し、若年性認知症者が安心して就労継続
できるように、教育プログラムの検討、構築を目指した。モデル事業の検討、試行により、労働
環境改善のための方略を捉え、就労維持支援ならびに就労移行支援における若年性認知症者の
就労支援を考案し、当事者に寄り添った就労支援の礎になり得ると考え、これは援助内容の基礎
となるデータになり、非常に意義があると考えた。 
 
２．研究の目的 
本研究は、若年性認知症者の就労の現状を実態調査し、就労維持支援ならびに就労移行支援に

おける若年性認知症者の就労支援の方向性を明らかにし、有効な対策やサポート構築のための
資料とし、教育プログラムの検討、構築をすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
平成 29 年度は、若年性認知症の現況、施策の現状等からの文献検討、若年性認知症の専門家

（保健、医療、福祉等）との意見交換会等を開催し問題把握を行った。 
平成 30 年度は、若年性認知症者の就労支援に関する文献検討、当事者及び家族からのヒアリ

ングの実施から、若年性認知症者の就労の現状と課題の検討を行った。 
平成 31 年度からは、就労支援に関わる企業との意見交換会、質問紙調査の実施、就労支援に

関わる専門職者への質問紙調査を実施した。 
令和 2 年からは、就労支援に関わる企業及び専門職者への質問紙調査の回収、分析を実施し

た。この結果から、各年度に実施した調査を統合し、評価・課題を提示した。その上で、若年性
認知症者に対する就労継続に向けた方策を検討し、若年性認知症者の就労を支える支援策を提
言した。 
 
４．研究成果 
1)若年性認知症者の就労継続に対する支援策の提案 
(1)若年性認知症者の就労を支える医療保健福祉・地域支援機関との連携（図 1） 
  厚生労働省や労働局等で掲げられている内容を抽出し、当事者と事業主に対してどのような
就労支援が提案されているのか、またどのような相談可能な施設があるのかを整理し、可視化し
た。就労の相談や支援の可能な施設では、①障害者相談支援センター、②病院、③産業保健総合
支援センター・就労支援事業所、の 4ヶ所があげられた。さらに、当事者や事業主への就労支援
として、①職業相談、②障害者雇用安定助成金（職場適応援助）・助成金（職場定着支援）、③ト
ライアル雇用、④疾病の進行へのキャリア支援、⑤職場からの休職・復職の情報提供や支援（両
立支援）、の 5 点があげられた。これらの医療保健福祉・地域支援機関が連携し、各制度や支援
策を活用することで、当事者や事業主の不安を緩和し、就労継続が可能になるといえる。 
しかし、専門家や若年性認知症者とのインタビュー調査や意見交換会で得られた結果からも、

当事者や事業主における前述の制度や支援策に対する認知度や理解が浅く、またうまく機能で
きず、最終的に若年性認知症者の自主退職や解雇等のようなケースがみられていたと考える。  
このことから、当事者や事業主への就労支援の周知や関係職種の連携の在り方を考えること

が必要であると考えられた。 
      



 
図 1 現況の若年性認知症者の就労を支える医療保健福祉・地域支援機関との連携のイメージ 

 
(2)若年性認知症者の就労継続を支える連携（図 2） 
就労継続に向けて、当事者を支えることが可能な体制を整えることは重要なポイントである。そ
こで、当事者を支えることが可能な施設を図 2に整理し、各施設の連携が可能になるかを可視化
した。認知症の診断を受けることで当事者に関わるであろう施設として、病院内における各専門
スタッフの存在がある。これは認知症サポート医や認知症学会専門医、認知症認定看護師、若年
性認知症支援コーディネーター、医療相談員、医療相談窓口のスタッフ等が挙げられる。また精
神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の申請を行うための書類作成にも医師が関与している。
次に当事者が就労している企業では、事業主、産業保健スタッフ、状況によっては商工会議所・
労働局等も関連する。また、障害相談支援センター・相談支援事業所、就労支援事業所、産業保
健総合支援センター（就労継続）（ジョブコーチ）、ハローワーク（新規就労）があり、各施設に
おいて相談員、支援員、両立支援促進員、若年性認知症推進員が相談や支援をしている。 
以上から、当事者の就労継続を支える体制が可能な環境は整ってきているが、これらを統合し

連携できるようにさらに可視化していく必要がある。 
 

図 2 若年性認知症者の就労継続を支える連携案 
 



(3)当事者・家族と事業主の就労継続における連携（図 3） 
従業員が認知症を発症した場合、産業保健スタッフが常在している企業であれば、いつでも誰

もが相談や支援が円滑に受けられるような開放的な体制の構築が肝要である。一方で、中小企業
のような産業保健スタッフが不在の場合、当事者や家族は正しい判断の元、就労に関する決断が
可能とは言い難い。このことから、障害者相談支援センター・相談支援事業所や産業保健総合支
援センター（就労継続）に円滑に相談・支援を受けることできるように、各センターの役割等の
紹介を早い段階で行うことが必要ではないかと考える。 
一方で、事業主も認知症にり患した職員への対応について、無知もしくは不慣れだと推測する。

このことから、商工会議所連合会や商工会連合会からの認知症者の就労継続に対応するための
研修やパンフレット配布等、各企業に認知症への理解を周知できるように一層働きかけると共
に、事業主からの相談を受ける体制や相談可能なセンターへの紹介を行えるような体制を整え
ることも必要だと考える。このような当事者および家族と事業主、さらには関係する機関との連
携が可能になることで、それぞれの不安等が緩和され、当事者とその家族による就労に関する意
思決定が可能になっていくものと期待する。 

図 3 当事者・家族と事業主の就労継続における連携 
 
(4)若年性認知症発症プロセスと関係職種の就労継続にむけた連携（図 4） 
当事者や家族が異変に気付き、病院を受診し、検査後、認知症と診断される。診断の結果を受

け、当事者及び家族は心理的プロセスを辿るが、心の安定を取り戻した時点からのアプローチで
は、これまで問題視されていた解雇や自主退職のような就労継続への道が閉ざされる。 
このことから、本研究においては、診断直後からのアプローチこそが、その後の就労継続や生

活に大きな影響を与えるものと考えた。診断直後より、病院内でチームを組み、当事者や家族に
早期支援を開始する。その中で、就労継続が可能となるよう、当事者や家族に、就労に関わる制
度や身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳によって可能となるサービス等の情報提供を事
前に行い、診断直後の早い段階で申請手続きに伴う行動をとることが可能になるよう支援する。   
また本人や家族の承諾を得て、主治医ないしは認知症サポート医と当事者の勤務先の産業医

が常在している場合は連携を取り、産業医や産業スタッフが不在の場合には事業主や相談支援
センターと連携し、当事者・家族を早い段階からサポートしていくことが肝要である。診断確定
後の早期介入、早期支援により、就労継続が一層期待できると考えた。 



図 4 若年性認知症発症プロセスと関係職種の就労継続にむけた連携案 

 
2)統 括 
若年性認知症者の就労においては、症状の進行等に伴い、勤務中における様々な困難やリスク

を伴い、就労継続を困難にすると当事者および事業主側も認識していたものと予測できる。しか
し、診断が確定することで、働き方や配属先の検討にもなり、リスクを回避できるといった考え
も見受けられた。これは当事者及び事業主側にとってもプラスの思考につながり、就労継続を可
能にするとも期待できる。また診断直後に情報を共有できることで、両者が今後の方針を考え、
より就労継続を可能にする第 1歩になるとも考える。当事者の勤務する部署により、高度な専門
技術や迅速な対応を要する業務には影響するとしても、任務遂行可能な作業や配置転換により、
就労継続にもつながると考える。 
一方で、診断確定されたことでの当事者及び家族の心理的影響が大きいことも推測できる。混

乱や恐怖・不安の渕にいる当事者や家族が、制度を活用したり、事業主側に相談するなど、正し
い判断の元で行動できるとは言い難い。また、診断を受けていない状況でも症状によりさまざま
なリスクから、当事者の自信喪失や尊厳が危うくなるばかりでなく、事業主側もリスクを抱え解
雇につながることも考えられる。 
企業へのアプローチの必要性を想定し、認知症に関する教育のプロジェクト構築を考え、本研

究を開始したが、当事者や家族、企業側、専門家等、様々な方の意見や現状把握により、まずは
診断を受けた病院において、早期の段階で当事者や家族にアプローチできる環境づくりや早期
支援が必須ではないかと判断した。これによって、診断を受けた後、当事者や家族がどこに相談
し、どのように行動していけばよいのかが、早期の段階で把握でき、少しでも迅速に相談窓口や
該当する専門家に相談でき、その後の生き方や生活にもポジティブな影響となることが期待で
きると考えた。このことから、若年性認知症者と家族に対して、診断直後からの医療機関による
積極的な情報提供が重要であり、就労する場合の留意点や制度の活用等についての情報を提供
することで、発症初期の自主退職を回避でき、当事者や企業側も就労継続の可能性を検討できる
ことにつながるのではないかと考えた。また、若年性認知症者の家族の中には、認知症に罹患し
たことを恥ずかしく、隠したいという気持ちを持つ者もいることが本研究により把握できたた
め、外来や医療相談室前や待合室等のスペースに、既存のパンフレットやリーフレットを置いた
り、動画による説明等で視覚的にアプローチすることも対策の１つと考えた。また、病院内のト
イレ等の壁に、相談窓口を記載したラベルを貼付するなど、自然な形で誰にも気づかれない状況
で、当事者や家族が主体的に行動できるような体策も効果的ではないかと考え、若年性認知症者
と家族に寄り添った具体的な支援策の開発を今後の課題とした。   
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